
日本遺伝子細胞治療学会規則第1号（入会規則）

（適 用）

第１条 この規則は、一般社団法人日本遺伝子細胞治療学会（以下、「本法人」と略

す。）の入会について、本法人の定款第5条に規定することのほかに、以下の

とおり定めるものとする。

（資 格）

第２条 定款第5条の規定によって、本法人の会員として入会することができる者は、

次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

（1）遺伝子細胞治療に関する知識と経験を有し、医療に関わる資格（医師、

歯科医師、看護師等）を有する者

（2）遺伝子細胞治療に関する知識を有する研究者で、学士、修士又は博士の

称号を有する者

（3）遺伝子細胞治療の開発、普及、実践に携わり、学士、修士又は博士の称

号を有する者

（4）遺伝子細胞治療に関する知識を習得中で、学士の称号取得を目指す者

（5）その他、評議会員又は名誉会員が推薦する者

（評議会員の手続）

第３条 定款第5条第 1項に該当する者は、推薦を受けて評議会員になることができ

る。申請のためには、申請書（様式第1号）に申請理由、申請者の業績及び本

法人における活動歴（演題発表、講演等）を記入し、評議会員2名の署名又は

記名捺印を添えて本法人事務所に提出しなければならない。

2 定款第 5条第 2項に該当する者は、評議会員2名の推薦を受けて評議会員にな

ることができる。推薦のためには、推薦書（様式第2号）に推薦理由、被推薦

者の業績を記入し、評議会員2名の署名又は記名捺印を添えて本法人事務所に

提出しなければならない。

（一般会員の手続）

第4条 本法人の一般会員になろうとする者は、入会申込書（様式第3号）に必須事項



をすべて記入して本法人事務所に提出し、理事会の承認を得たのち速やかに当

該年度の会費を支払わなければならない。

2 本規則第 2条（2）に該当し大学院に在籍する者、（4）に該当する者、若しく

は（5）に該当し在学中の者については、在学証明書（学生証の写しも可）を

添付すること。

3 本規則第 2条（2）に該当し期限付研究員（ポストドクトラルフェロー等）と

して研究している者は、所属長の署名又は記名捺印等を添えた当該証明書を添

付すること。

（名誉会員の手続）

第5条 選挙により選ばれた本法人の理事は、定款第5条（3）の要件を満たす者を名

誉会員として理事会及び社員総会に推薦することができる。

（特別会員の手続）

第6条 選挙により選ばれた本法人の理事は、定款第5条（4）の要件を満たす者を特

別会員として推薦することができる。

（規則の変更）

第7条 この規則は、理事会の決議を経て変更できるものとする。

附 則

１ この規則は、令和4年１月 1日から施行する。


